
尾鷲市地域公共交通計画の一部改正

尾鷲市地域公共交通計画の一部改正につきまして

今年度第２回目の会議でご報告させていただきました、地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度
の連動化に係る尾鷲市地域公共交通計画の一部改訂を今回の会議でお諮りします。

改正の経緯としましては、過去の法改正により地域公共交通計画に記載すべき事項が改正されまし
た。
現在までは、法改正の経過措置期間ということもあり、改正を見送ってまいりましたが次期の計画

期間からは、地域公共交通計画に明記されていなければ、補助金（地域公共交通確保維持事業）の対
象外となることから今回所要の改正を行います。
改正の主な内容につきましては、前回の会議でも触れさせていただきましたが、どの路線が補助金

を活用した路線であるかの明記や地域での路線系統の役割の表現、補助金の必要性の明記となります
ので従前からの計画目標や事業の実施についての変更ではありませんので事前に連絡をさせていただ
きます。

資料 ４



尾鷲市地域公共交通計画の一部改正 新旧対照表 （案）
・表 紙 【改訂年月を追記】

・Ｐ１２ 【ネットワーク図の変更】

・Ｐ１４ 【公共交通ネットワーク図（市全域）の変更】
現行路線へ変更及び補助を受ける系統であることを明記
地域公共交通計画の作成及び計画における補助系統等の位置付けの補助要件化に対する対応
（以下、計画制度と補助制度の連動化対応）

・Ｐ１５ 【公共交通ネットワーク図（市街地部）の変更】
現行路線へ変更

【補助系統に係る事業及び実施主体の概要を追記】
計画制度と補助制度の連動化対応

・Ｐ１８ 【現行路線の運行概要の追記】
運行概要の現行路線と旧路線の対比

・Ｐ１９ 【ふれあいバスの利用者の推移への注記の追記】
（現行Ｐ１８） 分割路線前の数値であることを追記

・Ｐ２０ 【令和2年度の路線別運行経費、運賃収入、市負担額、収支率 単位：円への注記の追記】
（現行Ｐ１９） 分割路線前の数値であることを追記

・Ｐ５１ 【尾鷲市における公共交通の位置づけと役割の現行路線への変更等及び確保維持策の記載】
（現行Ｐ５０） 計画制度と補助制度の連動化対応

・Ｐ５２ 【ネットワーク図 現行路線への変更（色のみ）】
（現行Ｐ５１）

・Ｐ５３ 【地域公共交通確保維持事業の必要性についてを追記】
（頁の追加） 計画制度と補助制度の連動化対応



改正案 現行

改訂年月を追記



改正案 現行

令和5年4月

田線、北輪内線、南輪内線
の３路線に改正したことに

よる図の変更



改正案 現行

令和5年4月

内線、南輪内線の３路線に改正
したことによる図の変更及び各
路線系統が国の補助を受ける系

統であることを追記



改正案 現行

令和5年4月

田線、北輪内線、南輪内線
の３路線に改正したことに

よる図の変更

補助系統に係る事業及び実
施主体の概要を追記

（補助を受けるため記載が
必要な事項）



改正案 現行

令和5年4月

田線、北輪内線、南輪内線
の３路線に改正したことに

よる運行概要の追記



改正案 現行

計画改定以前
（路線分割前）
の数値であるこ

とを追記



改正案 現行

計画改定以前
（路線分割前）
の数値であるこ

とを追記



改正案 現行

補助系統の地域公共交通における
位置付け・役割について表を改正
（補助を受けるため記載が必要な

事項）



改正案 現行

令和5年4月

田線、北輪内線、南輪内線
の３路線に改正したことに

よる図の変更



改正案 現行

地域公共交通確保維持事業
（国の補助）の必要性を追記
（補助を受けるため記載が必

要な事項）


